
 

プランの体系 

このプランは、「基本目標」、「基本方向」、「基本施策」で構成します。 
⑴ 基本目標…基本目標は、市の男女共同参画の実現に向けた目標として示したものです。 

⑵ 基本方向…基本方向は、基本目標の実現に向けた市の施策の方向性を示したものです。 

⑶ 基本施策…基本施策は、基本方向の実現に向け、市が実施する男女共同参画に係る取り 

組みを示したものです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


